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「企業音声情報のセキュリティ対策に関する 

ガイドライン」を発表 
 

 特定非営利活動法人 日本情報安全管理協会（東京都港区、専務理事・事務局長：佐藤健

次）では、この度、「企業音声情報のセキュリティ対策に関するガイドライン」を発表しま

した。 
 グローバル経済化がさらに加速する中、日本企業も情報セキュリティ対策が企業間競争

における競争優位の源泉の 1 つとなる時代が到来しており、情報収集装置(盗聴器等)による

音声情報窃取に関しても、情報セキュリティの重要項目として認識し、適確な対策を講じ

ることが必要とされています。また、新聞等メディアによると、経済産業省では不正競争

防止法の更なる強化を進めています。 
 このような中、弊協会・通信傍受対策委員会(委員長＝長谷川稔・弊協会理事)では、協力

団体・企業と供に、通信傍受(盗聴防止)対策事業者及びその関連事業者を通じて、顧客企業

に対して音声情報漏洩の脅威と脆弱性を正しく伝えると供に、速やかに音声情報セキュリ

ティ対策を講じるようガイドラインを作成いたしました。 
 音声情報のセキュリティ対策としては、音声情報漏洩の脅威および脆弱性に対して、3 つ

の段階的な対策を設け、取り扱う企業音声情報の重要性に対して、適切な段階の対策を講

じることができるようソリューションレベルを設定いたしました。 
 
 ガイドラインは、業界のみならず、一般の方にも公表するとともに、関連事業者に対し

て、ガイドラインに即して顧客企業へ啓発を続けるよう要請いたしました。また、弊協会

に非加盟の関連事業者にも同様の対応をするよう要請するほか、弊協会より盗聴対策製品

の販売店の関連業界団体にも協力を要請する予定です。 
 なお、今後、情報収集装置に関する法制化を視野に入れた上で、音声情報窃取の技術進

歩に対応できるよう対策技術の見直しをはじめとするセキュリティ対策の向上について、

弊協会では業界関連事業者と供に検討していく方針です。 
 

「企業音声情報のセキュリティに関するガイドライン 
（企業通信傍受対策に関するガイドライン）」 

冊子版販売  800 円(＋税) ／ １部 
※詳しくは、日本情報安全管理協会 事務局までお問い合わせ下さい。 
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